
議案第１１号 

山都町介護保険条例の一部改正について 

 

山都町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

平成３０年３月５日提出 

 

                        山都町長  梅 田 穰 

 

（提案理由） 

  山都町介護保険条例において、平成３０年度から平成３２年度までの各年度に 

おける保険料率等を定めるため、山都町介護保険条例の一部を改正する必要があ 

ります。 

  これが、この議案を提出する理由です。 



 

山都町介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成  年  月  日 

 

     山都町長 

 

山都町条例第  号 

山都町介護保険条例の一部を改正する条例 

山都町介護保険条例（平成１７年山都町条例第１０１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条第１項中「平成２７年度」を「平成３０年度」に、「平成２９年度」

を「平成３２年度」に改め、同項第１号中「３６，０００円」を「４２,０００

円」に改め、同項第２号及び第３号中「５４，０００円」を「６３,０００円」

に改め、同項第４号中「６４，８００円」を「７５，６００円」に改め、同項

第５号中「令３８条第１項第５号」を「令第３８条第１項第５号」に、「７２，

０００円」を「８４，０００円」に改め、同項第６号中「８６，４００円」を

「１００，８００円」に改め、同項第７号中「９３，６００円」を「１０９，

２００円」に改め、同項第８号中「令第３８条第１項８号」を「令第３８条第

１項第８号」に、「１０８，０００円」を「１２６，０００円」に改め、同項

第９号中「令第３８条第１項９号」を「令第３８条第１項第９号」に、「１２

２，４００円」を「１４２，８００円」に改め、同条第２項中「平成２７年度」

を「平成３０年度」に、「平成２８年度」を「平成３２年度」に、「３２，４

００円」を「３７，８００円」に改める。 

第５条第１項中「同月２５日」を「同月３１日」に改める。 

第１７条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



 

２ 改正後の条例第４条第１項の規定は、平成３０年度以後の年度分の保険料

から適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例

による。 
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山都町介護保険条例(平成17年山都町条例第101号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(保険料率) (保険料率) 

第4条 平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、次

の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

第4条 平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率は、次

の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)

第38条第1項第1号に掲げる者 36,000円      

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)

第38条第1項第1号に掲げる者 42,000円 

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 54,000円      (2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 63,000円 

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,000円      (3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 63,000円 

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 64,800円      (4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 75,600円 

(5) 令38条第1項第5号  に掲げる者 72,000円      (5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 84,000円 

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 86,400円      (6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 100,800円 

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 93,600円      (7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 109,200円 

(8) 令第38条第1項8号  に掲げる者 108,000円     (8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 126,000円 

(9) 令第38条第1項9号  に掲げる者 122,400円     (9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 142,800円 

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第1

項第1号に該当する者の平成27年度から平成28年度までの各年度にお

ける保険料率は、同号の規定にかかわらず、32,400円     とする。 

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第1

項第1号に該当する者の平成30年度から平成32年度までの各年度にお

ける保険料率は、同号の規定にかかわらず、37,800円とする。 

(普通徴収に係る納期) (普通徴収に係る納期) 

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のと

おりとする。 

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のと

おりとする。 

第1期 6月1日から同月30日まで 第1期 6月1日から同月30日まで 



2/2 

第2期 7月1日から同月31日まで 第2期 7月1日から同月31日まで 

第3期 8月1日から同月31日まで 第3期 8月1日から同月31日まで 

第4期 9月1日から同月30日まで 第4期 9月1日から同月30日まで 

第5期 10月1日から同月31日まで 第5期 10月1日から同月31日まで 

第6期 11月1日から同月30日まで 第6期 11月1日から同月30日まで 

第7期 12月1日から同月25日まで 第7期 12月1日から同月31日まで 

第8期 翌年1月1日から同月31日まで 第8期 翌年1月1日から同月31日まで 

第9期 翌年2月1日から同月末日まで 第9期 翌年2月1日から同月末日まで 

第10期 翌年3月1日から同月31日まで 第10期 翌年3月1日から同月31日まで 

2・3 （略） 2・3 （略） 

(罰則) (罰則) 

第17条 被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属

する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が

正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の

提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による

当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、

10万円以下の過料に処する。 

第17条 被保険者、被保険者     の配偶者若しくは被保険者     の属

する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が

正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の

提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による

当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、

10万円以下の過料に処する。 

 


